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第１章 外部評価の概要  

１ 外部評価の目的と対象 

外部評価は、市外部の有識者からなる行政評価委員会（以下「委員会」という。）が施策・

事業を選定し、客観的な視点による評価を行う取組である。委員会は、各事業の必要性や有

効性、効率性などの観点から見直し・改善に関する評価、提案を行う。 

また、特に市民目線・市民感覚を踏まえる必要性が高いテーマについては、市民が直接参

加する「市民参加の取組」として、ワークショップ※を実施しているが、令和２年度は新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から開催を見送り、代替の取組として札幌市の行

政評価や市民参加の取組に関するパネル展示を実施した。 

パネル展示の詳細については、第２章（Ｐ.３～）のとおり。 

※ワークショップ：いろいろな立場、考えの人が集まり、お互いの意見を理解し合いながら、課題や方向性を

見出す、学びや合意形成、問題解決等の手法。 

【参考】行政評価委員会と市民参加の取組の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度の外部評価では、札幌市が令和元年度に実施した予算小事業とその上位目的で

ある施策を評価対象事項として評価を実施した。 

 

２ 評価対象施策・事業の選定   

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響下で行政運営が行われていることを踏ま

え、評価対象事業数を例年の約半数とした。対象事業の選定においては、以下の視点及び選

定の考え方に基づき、「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019」に掲載し

ている施策・事業のうち、３施策 11事業を評価対象に選定した。各評価対象と選定理由は表

１のとおり。 

＜評価対象選定の視点＞ 

⑴ 新型コロナウイルス感染症により社会経済情勢が変化してもなお、市民生活に直結する

優先度の高い施策・事業に着目する。 

⑵ 急激に変化する社会環境においても、未来志向の事業運営が求められる施策・事業 

に着目する。 

⑶ 近年（直近３年間）行政評価の対象となっていない施策・事業に優先的に着目する。 

市役所内での事業の進め方 外部評価 

行政評価委員会 

市民参加の取組 
（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ） 

②検討ﾃｰﾏの設定、 
検討依頼 

 

③検討結果（市
民意見）の報告 

見直し 

実施 

評価 計画 ①検討依頼 

④市民意見も踏まえ
た審議結果を指摘 

※令和２年度はワークショップの実施は見送り、パネル展示を実施 
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＜評価対象施策・事業の選定の考え方＞ 

⑴ 上記、評価対象選定の視点に基づき、評価対象となる施策を検討する。 

⑵ 検討した施策のうち、施策の目的や方向性を踏まえ、事業規模や事業数、事業の性質、

事業成果の達成状況等を考慮の上、対象事業を選定する。 

⑶ より効果的な評価とするために、選定は関連する複数の事業のまとまり（事業群）での

評価も可能とする。 

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、例年より選定施策・事業を一部縮小して実施。 

【表１】評価対象施策・事業と選定理由 

評価対象 選定理由 

施策：「施策２－２ 子ども・若者を社会全体で

育成・支援する環境づくり」 

事業：子どもの貧困対策やひとり親家庭への支

援に関する４事業 

新型コロナウイルス感染症により、貧困
など困難を抱える子どもやひとり親家庭な
ど、子育て世帯が大きな影響を受ける中で、
札幌市がどのような取組を行っているか確
認する必要があるため。 

施策：「施策５－２ 創造性を生かしたイノベ

ーションの誘発」 

事業：IT産業に携わる人材の確保や企業のIT利

活用の支援などに関する３事業 

社会環境が急激に変化する中で、IT分野
の重要性がより一層高まっており、IT産業
の活性化に関して、札幌市がどのような取
組を行っているか、また今後どのような取
組を行うか、確認する必要があるため。 

施策：「施策６－１ 将来を担う創造性豊かな

人材の育成・活用」 

施策：札幌市での UIターン就職支援や教育の情

報化に関する４事業 

 人々の働き方の変化や、教育現場の ICT※

化が進む中で、札幌市がどのような取組を
行っているか、また今後どのような取組を
行うか、確認する必要があるため。 

 

３ 評価の流れ 

委員会は、評価対象事業を選定した後、市が行った自己評価の評価調書等に基づき、事業

所管局へのヒアリング（聞き取り調査）を実施し、取組状況を確認した。 

ヒアリングにおいて論点となった事項等をもとに、事業所管局への確認を経て、委員会の

合議により最終的な評価結果をまとめた。 

＜行政評価委員会の活動経過＞ 

 

 

 

 

 

 

 

※ICT：Information and Communication Technology（情報や通信にする関連する科学技術の総称） 

 

 

令和2年6月 3日 第1回行政評価委員会（評価対象施策の選定等）

6月24日 第2回行政評価委員会（評価対象事業の選定等）

8月4日～8月7日 札幌市行政評価パネル展　市民参加と情報共有

8月31日 ヒアリング

「施策2-2　子ども・若者を社会全体で育成・支援する環境づくり」

「施策5-2　創造性を生かしたイノベーションの誘発」

「施策6-1　将来を担う創造性豊かな人材の育成・活用」

11月15日 第3回行政評価委員会（指摘事項案等の協議）

12月17日 第4回行政評価委員会（報告書の検討）
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第２章 市民参加の取組（行政評価パネル展）  

１ 取組の概要 

行政評価における市民参加の取組について、例年は、評価対象項目のうち、特に市民目線

や市民感覚を踏まえる必要性が高いと判断し、委員会が選定したテーマについて、市民参加

型のワークショップを実施し、市民意見の聴取を行っているが、令和２年度は新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止の観点から、ワークショップの開催を見送ることとした。 

その代替の取組として、札幌市の行政評価制度や、行政評価以外の市民参加の取組につい

て、パネル展示を実施。広く市民に情報提供することで、市民参加への意識醸成を図ること

とした。 

また、パネル展示に併せて行政評価や市民参加の取組に対する意見箱を設置するとともに、

公式ホームページに展示内容を掲載し、インターネットからも閲覧可能とした。 

 

２ 開催日程・会場 

   日時：令和２年８月４日（火）～令和２年８月７日（金） ９：00～17：00 

会場：札幌市役所本庁舎 1階ロビー 

 

３ 展示内容 

 ⑴ 札幌市行政評価について 

 ・制度概要について 

 ・過年度の市民参加ワークショップの取組について 

 ・令和２年度の行政評価について 

⑵ 市民参加の取組について 

 ・札幌市で行われている主な市民参加の取組について 

展示内容の詳細については、巻末参考資料「札幌市行政評価パネル展 市民参加と情報共

有 パネル一覧」（Ｐ．18～）のとおり。 

 

４ 実施結果 

来場した市民からは、行政評価の取組を評価する声や、今後も様々な市民参加の取組を実

施してほしいとのご意見が寄せられた一方で、どのような取組が行われているのか分からな

いという声や、ＰＲが不足しているのではないかとのご意見もいただいた。（主な市民意見

は表２のとおり） 
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【表２】パネル展示における主な市民意見の内容 

 

 

 

 

 

分 類 内  容 

札幌市行政評価に

ついて 

・行政のあり方について、市役所内部と外部から評価して次年度に生かし

ているということが分かった。市民の税金を使用して数々の施策がされ

るのだから、その都度内容を点検する必要は大いにあると思う。 

・意義のある取組でも振り返り、改善点を見つけることが今後に繋がると

思う。 

・札幌市公式ホームページを訪問する際は、手続き等の事務処理に関する

ページを見ることがほとんど。行政評価についてはあまり知られていな

いと思う。 

札幌市で行われて

いる主な市民参加

の取組について 

・本来であれば市民参加ワークショップを開催した上で行政評価が行われ

るべきだろうが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の点から致し方

ないと思う。困っている人の声が行政に届きづらくならないように気を

配ってほしい。 

・「市長とじっくりトーク」の開催回数を増やしてほしい。市長と直接対

話する機会を持ちたい。 

・現状では市民参加型のイベントの開催は難しいと思うが、新型コロナウ

イルス感染症の終息後は沢山のイベントを実施し、札幌市を盛り上げて

ほしい。 

・冬季オリンピック・パラリンピックの招致や新幹線の要対策処理等とい

った、市民生活への影響が大きい事業については、今後も様々な方法で

市民参加の取組を行ってほしい。 

・色々な取組に、より積極的に参加したい。活動ＰＲが不足しているので

はないか。 

・自分に直接関係のない事業にはあまり関心がなく、どんな取組を行って

いるか分からない。 
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第３章 各評価対象施策及び関連事業の評価結果 

１ 施策・事業の概要 

⑴ 施策２－２ 子ども・若者を社会全体で育成・支援する環境づくり 

＜施策概要＞ 

子育て家庭が子育てしやすい環境づくりを進めるとともに、地域の重要な担い手である子ど

も・若者に対する地域資源を活用した多様な学びの機会の創出やまちづくり活動への参加機会

の拡充など、子どもの年齢等に応じた様々な支援の充実を図る。また、社会的自立が困難な若

者に対する支援体制を充実し、社会参加や就労を促進する。 

政 策 分 野 暮らし・コミュニティ 

政 策 目 標 ２ 誰もが生涯現役で活躍できる街（創造戦略２：共生社会創造戦略） 

施 策 ２ 子ども・若者を社会全体で育成・支援する環境づくり 

成 果 指 標 

指 標 現状値 目標値 

子どもを生み育てやすい環境だ

と思う人の割合 

50.9% 
（平成 30年度） 

80％ 
（令和 4年度） 

保育所等待機児童数※ 
０人  

（令和元年度） 

０人 

（平成 27～令和 4年度） 

評 価 対象 事業 の 
予 算 ・ 決 算 額 

令和元年度予算額 198,500千円 令和元年度決算額 194,953千円 

 

 

＜評価対象事業＞ 

事業名 事業の概要 令和元年度予算 令和元年度決算 

子どもの貧困対策計画改定 
「子どもの貧困対策計画（2018～2022）」の進捗
状況を検証するとともに、実態把握に基づき次
期計画を策定する。 

803千円 878千円 

子どものくらし支援コーディネ
ート事業 

地域を巡回して、困りごとを抱えた子どもや家
庭を早期に把握し、必要な支援につなげるコー
ディネーターを配置し、学校や児童会館、民生委
員・児童委員など子どもに関わる様々な関係者
との連携体制を構築する。 

19,197千円 19,148千円 

ひとり親家庭等自立支援給付事
業 

ひとり親家庭の就業による自立を促進するた
め、雇用保険制度の教育訓練給付指定講座の受
講費用や、資格取得のための養成機関に通う間
の生活費、高等学校卒業程度認定試験の対策講
座の受講費用などを支援する。 

172,000千円 169,001千円 

※「保育所等待機児童数」の「待機児童数」は、国定義の待機児童（認可保育所等に入所申請しているが入所に 

至っていない児童のうち、幼稚園の一時預かりや企業主導型保育事業を利用している児童及び特定の保育所等 

のみ希望している児童等を除いた児童。）を指す。 
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事業名 事業の概要 令和元年度予算 令和元年度決算 

ひとり親家庭学習支援ボランテ
ィア事業 

ひとり親家庭の子を対象として大学生等のボラ
ンティアによる学習支援を行い、学習習慣を身
に付けさせ基礎的な学力の向上を図るととも
に、進学や進路等の相談を通じ、ひとり親家庭の
不安感を解消する。 

6,500千円 5,926千円 

 

⑵ 施策５－２ 創造性を生かしたイノベーションの誘発 

＜施策概要＞ 

創造的なものづくりにチャレンジするベンチャー企業や起業家を生み育てるとともに、優れ

たデザイナー、クリエイター、アーティストなどを輩出する環境を生かし、文化芸術などの創

造的な活動と食・環境・健康・福祉分野などの多様な地場産業との交流を促進することにより、

イノベーションを誘発する。 

政策分野 産業・活力 

政策目標 ５ 国内外の活力を取り込む街（創造戦略５：都市ブランド創造戦略） 

施策 ２ 創造性を生かしたイノベーションの誘発 

成 果 指 標 

指 標 現状値 目標値 

IT・コンテンツを活用して高付加

価値をつけようと思っている企

業の割合 

22.2％ 
（平成 30年度） 

29.4％ 
（令和 4年度） 

クリエイティブ産業の従事者数 
35,934人 

（平成 28年度） 

39,000人 

（令和 4年度） 

評 価 対象 事業 の 
予 算 ・ 決 算 額 

令和元年度予算額 78,000千円 令和元年度決算額 68,117千円 

＜評価対象事業＞ 

事業名 事業の概要 令和元年度予算 令和元年度決算  

IT産業人材確保支援事業 

市内IT産業の慢性的な労働力不足に対し、IT人
材の市外転出抑制及び首都圏からの人材の還流
を目的とした人材確保支援のため、UIJターンフ
ェア、道内学生向けの就職フェア等を実施する
ほか、海外からの高度IT人材獲得に向けた調査
等を実施する。 

6,000千円 5,921千円 

NoMaps※支援事業 創業や新産業の創造、札幌・北海道への投資を促
進するため、NoMapsの開催を支援する。 35,000千円 34,082千円 

IT利活用ビジネス拡大事業 

他産業によるIT利活用、IT企業との連携により
新たな製品開発、サービスの創出、販売までを網
羅的に支援することで市内IT企業の売上高増加
および顧客開拓・販路拡大を目指す。 

37,000千円 28,114千円 

 ※NoMaps：北海道・札幌の街全体を舞台として、先端テクノロジーや斬新なアイディアを軸とした様々なイベ 

ントを通し、新たなビジネスを生み出し、加速するための場を提供するビジネスコンベンション。 
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⑶ 施策６－１ 将来を担う創造性豊かな人材の育成・活用 

＜施策概要＞ 

子どもたちが文化芸術に親しむ環境や、様々な就業体験、留学体験などの教育プログラムを

充実させることで、幼い頃から創造性や国際感覚を育むなど、子どもたちの経験を豊かにする

環境をつくるとともに、高等教育機関などにより、札幌・北海道の将来を担う創造性豊かな人

材の育成につなげる。また、優れた人材が持つ知識や経験などを積極的に活用する。 

政 策 分 野 産業・活力 

政 策 目 標 ６ 産業分野の人材を育む街（創造戦略６：産業人材創造戦略） 

施 策 １ 将来を担う創造性豊かな人材の育成・活用 

成 果 指 標 

指 標 現状値 目標値 

子どもが、自然、社会、文化などの

体験をしやすい環境であると思う人

の割合 

52.7％ 
（平成 30年度) 

70％ 
(令和 4年度) 

海外からの留学生数 
2,512人 

（平成 30年度) 
3,400人 

(令和 4年度) 

評 価 対象 事業 の 
予 算 ・ 決 算 額 

令和元年度予算額 2,221,000千円 令和元年度決算額 2,096,096千円 

 

＜評価対象事業＞ 

事業名 事業の概要 令和元年度予算  令和元年度決算 

みらいIT人材育成事業 

地元IT企業や大学との連携体制を構築し、若年
層の自発的な IT 学習の促進や IT の高度利用が
できる人材育成の推進に取り組むとともに、若
年層の地元IT企業への理解を促進するイベント
等を実施する。 

10,000千円 9,958千円 

札幌UIターン就職支援事業 

東京23区内にさっぽろ圏内企業の職業紹介等を
行う常設窓口を設置するとともに、イベント開
催等を通じて、道外在住の学生や社会人のUIタ
ーン就職を支援するほか、さっぽろ圏内企業の
採用支援も行う。 

52,000千円 49,983千円 

移住による就業者・起業創出事業 
東京圏への一極集中の是正及び地方の担い手不
足対策のため、移住者の移転費用を補助し、UIJ
ターンによる就業の促進、起業の創出を図る。 

32,000千円 0円 

教育の情報化推進事業 

急速な情報化・グローバル化への対応と子ども
たちの学ぶ力の一層の向上を目指し、ICTを活用
した授業を日常的に実施できるよう、タブレッ
ト端末等の機器や教材の整備と、授業での効果
的な活用に向けた取組を行う。 

2,127,000千円 2,036,155千円 
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２ 評価結果 

 ⑴ 指摘事項総括 

ア 施策「２－２ 子ども・若者を社会全体で育成・支援する環境づくり」関連 

  本施策は、「誰もが生涯現役で活躍できる街」の実現を目指し、子育て家庭が子育てしや

すい環境づくりや子ども・若者に対する多様な学びの機会の創出など、子どもの年齢等に応

じた様々な支援の充実を行うものである。 

少子高齢化が進行する中、子育て家庭への支援は、今後ますます重要性を増していくと考

えられるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、貧困など困難を抱える子どもや

ひとり親家庭などを取り巻く環境は特に大きな影響を受けているものと推察される。 

  子どもの貧困対策やひとり親家庭への各種支援にあたっては、関連する他事業・他制度と  

の連携の強化や、必要な人に必要な支援が十分に行き渡るような情報提供の工夫を、より一

層進める必要があると考える。 

イ 施策「５－２ 創造性を生かしたイノベーションの誘発」関連 

 本施策は、「国内外の活力を取り込む街」の実現を目指し、創造的なものづくりにチャレ

ンジするベンチャー企業や起業家を生み育てるとともに、文化芸術などの創造的な活動と多

様な地場産業との交流を促進することにより、イノベーションの誘発を行うものである。 

当該施策は、新型コロナウイルス感染症の影響により、急速に変化していく社会において、

今後のリーディング産業育成という観点からも、非常に重要な施策である。 

札幌市においては、NoMaps の取組や IT 産業の他産業における活用支援など、企業の創造

性を生かした取組を多数行い、効果を着実に積み重ねているところであるが、広報や実施手

法等に工夫の余地もあるものと考える。より効果的な施策展開につながるよう、関連する各

事業の一層の充実に期待したい。 

ウ 「施策６－１ 将来を担う創造性豊かな人材の育成・活用」関連 

  本施策は、「産業分野の人材を育む街」の実現を目指し、子どもたちの経験を豊かにする

環境づくりや、札幌・北海道の将来を担う創造性豊かな人材の育成、優れた人材が持つ知識

や経験の積極的な活用を行うものである。 

  新型コロナウイルス感染症を契機として、企業におけるテレワークの導入が加速するなど、

人々の働き方に大きな変化が生じており、地方への UIターンの機運も高まっている。今後、

札幌市への UI ターン就職支援においては、札幌市の生活コストの低さなどを含めた暮らし

やすさをアピールしていくなど、移住を検討する方の不安や懸念に寄り添うようなアプロー

チが必要となってくるものと考える。 

  また、学校教育の現場においては、GIGAスクール構想に基づく児童生徒への１人１台のタ

ブレット端末の整備をはじめ、教育の ICT化が急速に進められている。子どもたちの学ぶ力

のより一層の向上につながるよう、引き続き環境整備を進めるとともに、端末のタブレット

効果的な活用について、継続的な検証を進めていただきたい。 

 

 



   

- 9 - 

 

⑵ 指摘事項詳細  

 

№1  連携して支援にあたる仕組みづくりの検討 

札幌市では、「子どもの貧困対策計画」に基づき、子どもコーディネーターと呼ばれる支

援員が児童会館などを巡回し、困難を抱える子どもや家庭を早期に発見し、必要な支援や見

守りにつなげるアウトリーチ型の相談支援業務を行っているとの説明があった。また、子ど

もコーディネーターとスクールソーシャルワーカー間など、関係者間の情報共有も進みつつ

あるとのことであった。 

子どもの貧困問題には、親の生活困窮が密接に関連することが多いと考えられることから、

当該事業の推進にあたっては、スクールソーシャルワーカーに加え、生活保護制度をはじめ

とした、親の生活困窮に関する他の支援制度等との情報共有や連携をより強化し、問題の早

期発見や、速やかな支援につなげていく必要があると考える。 

ついては、子どものくらし支援コーディネート事業に関して、以下の事項に取り組むこと。 

No 指摘対象 指摘内容 所管部 

1 

子どものくらし 

支援コーディネ

ート事業 

きめ細かな支援の実現に向け、生活保護制度など親

の生活困窮に関する事業・制度との情報共有や、連携

して支援ができる仕組みづくりについて、更なる検討

を進めること。 

子）子ども育成部 

 

 

№2  現状の検証を踏まえた事業の工夫について 

  札幌市では、ひとり親家庭の就業による自立を促進するために、３種類の給付金を支給し

ているとの説明があった。支給の対象は、雇用保険制度の教育訓練給付金対象講座の受講費

用、資格取得のための養成機関に通う間の生活費、及び高等学校卒業程度認定試験の対策講

座の受講料などとのことであった。 

こうした制度を活用しているのは、就業意欲があり、比較的環境にも恵まれた方ではない

かと推察される。支援を必要とするが、制度の活用に踏み切る余裕のない家庭などにおいて

も、利用のきっかけをつかんでいただき、必要な支援につながるよう、制度に関する情報提

供や相談の場の創出等に積極的に取り組み、全体のボトムアップを図る必要があると考える。 

ついては、ひとり親家庭等自立支援給付事業に関して、以下の事項に取り組むこと。 

No 指摘対象 指摘内容 所管部 

2 

ひとり親家庭等

自立支援給付 

事業 

ひとり親家庭の自立支援給付事業等に係る各種制

度について、必要な人に必要な支援が十分に行き渡る

ように、よりわかりやすい情報提供や、様々な機会を

とらえた周知・相談の場の創出に努めること。 

子）子育て支援部 
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№3  目指すべき姿を踏まえた事業の一層の充実について 

札幌市では、ひとり親家庭の児童に学習習慣を身に着けていただくことや、進学や進路な

どの相談を通じてひとり親家庭の不安感を解消することを目的として、ボランティアによる

学習支援の取組を行っているとの説明があった。 

  当該事業は、子どもの学習環境を整えるという意味で非常に良い取組であり、一定の評価

ができるものと考えられる。一方で、近年ボランティアの確保が難しい状況にあるとのこと

であったため、事業のより一層の充実を目指し、人材確保や運営手法含め、検討を進めてい

ただきたい。 

ついては、ひとり親家庭学習支援ボランティア事業に関して、以下の事項に取り組むこと。 

No 指摘対象 指摘内容 所管部 

3 

ひとり親家庭 

学習支援ボラン

ティア事業 

子どもの学習習慣の定着や学習意欲の向上、居場

所づくりといった観点から、事業の目指すべき姿を

再度確認した上で、人材確保や運営手法含め、より

一層の充実を目指すこと。 

子）子育て支援部 

 

 

№4  NoMaps支援事業に係る広報の工夫について 

  札幌市では、先端テクノロジーや斬新なアイディアを軸としたセミナーや展示、イベント

などを通じて、新しい価値観、新しい社会の姿を提案し、新たなビジネスを生み出し、加速

させる場である「NoMaps」への支援を行っているとの説明があった。 

当該事業を通じて、創業や企業の市内への移転を含め、大きな経済効果が生み出されつつ

あるとのことであり、事業による成果を強調するなど広報を工夫する観点を持ち、更なる事

業の発展を目指していただきたい。 

ついては、NoMaps支援事業について、以下の事項に取り組むこと。 

No 指摘対象 指摘内容 所管部 

4 
NoMaps支援事

業 

事業による経済効果等の成果を数字で示すなど、

広報をより一層工夫する観点を持ち、事業実施に努

めること。 

経）産業振興部 
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№5  より効果的な手法の検討について 

  札幌市では、IT企業以外への IT導入を促進するため、IT導入を支援する補助金の交付や、

IT 利活用事例についてのセミナーの開催、IT 企業とのビジネスマッチングなどを行ってい

るとの説明があった。 

  こうした取組においては、IT技術の導入状況が平均値を下回っている企業を後押しする底

上げタイプの事業と、既に一定程度の導入が進んでいる企業をより上のレベルに到達させる

事業との両方が必要であり、そこで ITイノベーションが起こるものと考える。また、そのロ

ードマップが応募者側から見えるようになっていることも必要である。 

  ついては、IT利活用ビジネス拡大事業について、以下の事項に取り組むこと。 

No 指摘対象 指摘内容 所管部 

5 
IT利活用ビジ

ネス拡大事業 

IT 技術を必要とする個々の企業の状況やニー

ズ、求められる支援策等に関して、現状の検証を行

い、ターゲットに応じた事業体系含め、より一層の

充実を目指し、効果的な手法の検討を進めること。 

経）産業振興部 

 

 

№6  現状分析を踏まえたアプローチ手法の検討 

  札幌市では、東京都に設置している札幌 UIターン就職センターを拠点として、道外在住の

学生や社会人の札幌圏を中心とした道内への UI ターン就職に係る支援を行っているとの説

明があった。 

当該事業の推進に向けては、UIターン就職を検討される方のニーズに合わせ、仕事に関す

る情報に加え、移住後の生活を具体的にイメージできるような情報の提供も重要である。移

住時の課題に関する分析を進めながら、札幌市の生活コストの低さを含めた移住のメリット

を伝えていくことが必要と考える。 

  ついては、札幌 UIターン就職支援事業に関して、以下の事項に取り組むこと。 

No 指摘対象 指摘内容 所管部 

6 
札幌 UIターン

就職支援事業 

就職支援の一環として、移住時の課題に関する

現状把握、分析を進め、就職に伴う移住を検討する

方の具体的な不安や懸念を解消できるようなアプ

ローチ手法について検討を進めること。 

経）雇用推進部 
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№7  効果的な活用に向けた検証 

  札幌市では、令和２年４月に示された文部科学省の GIGAスクール構想に基づき、令和２年

度中に、市内の全小・中学校の児童生徒に対して、１人１台のタブレット端末の整備を行う

との説明があった。 

  当該事業においては、端末導入後にどのように効果的に活用していくかが重要であること

から、授業における端末の具体的な活用方法や、端末の取扱いに係る教員への支援という点

に関して、継続的な検証を行っていくことが必要であると考える。 

  ついては、教育の情報化推進事業について、以下の事項に取り組むこと。 

No 指摘対象 指摘内容 所管部 

7 
教育の情報化 

推進事業 

子どもたちの学ぶ力の向上につながるよう、端

末の効果的な活用について、教員への利用支援含

め、継続的な検証を進めること。 

教）生涯学習部 
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３ 局別評価対象施策・事業一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象局 施策/事業 指摘№ 

子ども未来局 

２－２ 子ども・若者を社会全体で育成・支援する環境づくり  

 

子どもの貧困対策計画改定  

子どものくらし支援コーディネート事業 1 

ひとり親家庭等自立支援給付事業 2 

ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 3 

経済観光局 

５－２ 創造性を生かしたイノベーションの誘発  

 

IT産業人材確保支援事業  

NoMaps支援事業 4 

IT利活用ビジネス拡大事業 5 

６－１ 将来を担う創造性豊かな人材の育成・活用  

 

みらい IT人材育成事業  

札幌 UIターン就職支援事業 6 

移住による就業者・起業創出事業  

教育委員会 
６－１ 将来を担う創造性豊かな人材の育成・活用  

 教育の情報化推進事業 7 
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第４章 出資団体の取組に関する評価                            

札幌市の出資団体である㈱札幌エネルギー供給公社及び㈱北海道熱供給公社については、平

成 28年度委員会において、両団体の統合を含めた経営の在り方について、令和２年度委員会

で報告することとの指摘を行っている。 

 ここでは、当該指摘事項を踏まえ、団体所管局からのヒアリングをもとに、その検討結果に

ついて、点検・評価を行う。 

 

 

１ 団体の概要 

  ㈱札幌エネルギー供給公社及び㈱北海道熱供給公社の概要を表３に示す。 

 

【表３】 ㈱札幌エネルギー供給公社と㈱北海道熱供給公社の概要 

団体名 ㈱札幌エネルギー供給公社 ㈱北海道熱供給公社 

代表者 代表取締役社長 吉岡 亨（副市長） 代表取締役社長 近藤 清隆 

基本財産 1,500,000千円 3,025,250千円 

設立・出資年月日 昭和 61年(1986年）７月１日 昭和 43年(1968年)12月 23日 

札幌市出資額 540,000千円（出資割合 36.0％） 600,000千円（出資割合 19.83％） 

主な出資者 札幌市（36.0％）、 

日本政策投資銀行（20.0％）、 

三菱重工サーマルシステムズ・北海道

電力・北海道瓦斯(各 12.0%) 

北海道瓦斯(78.51％) 、 

札幌市 (19.83％)、北海道 (1.66％) 

 

主要事業 冷温水を利用した熱供給事業 冷温水及び蒸気による熱供給事業 

供給地域 札幌駅北口地区 (約 22ha) 
都心地区 (約 106ha)、 

光星地区 (約 12ha) 

供給先 

（令和元年度末時点） 

都心北融雪槽、業務ビル、商業施設等 

(11件) 

都心地区：業務ビル、商業施設等 (87 件) 

光星地区：住宅、商業施設等 (約 1,800 件)  

 

 

 

 

（参考）平成 28年度行政評価委員会における指摘事項 

・財務状況に関わる条件面の折り合い等、統合にむけた前提条件があることは理解できるも

のの、「出資団体改革新方針」が策定された平成 21年２月から７年以上経過している状

況を踏まえ、繰越欠損金が解消された際には、早急に統合を含めた経営の在り方について

検討結果を提示すること。 

・令和元年度に在り方を決定することとしていることから、その検討結果について令和２年

度の行政評価委員会で点検を実施することとする。  

（平成 28年度 札幌市行政評価 外部評価報告書より抜粋） 

 



   

- 15 - 

 

 

２ 団体所管局からの報告 

  ㈱札幌エネルギー供給公社及び㈱北海道熱供給公社への経営の在り方等に関する検討結果

について、両団体を所管する環境局にヒアリングを行った。環境局の見解は以下のとおり。 

 ⑴ 両団体の在り方等に関する検討経緯 

平成８年度 札幌都心部熱供給研究会（学識経験者・事業者・市）による「札幌都心部熱

供給事業のあり方に関する提言」(H9.2) において、札幌駅北口の再開発事

業の遅れ等による㈱札幌エネルギー供給公社の経営悪化などが課題として

指摘された。 

平成 11年度 都心部熱供給事業の統合化に関する方針をまとめ、都心部熱供給事業者に対

し「社会経済状況の変化に対応して熱供給事業の今後の推進を図っていくう

えで、また、本市行財政改革の一環として、早期にエネルギー関連事業者を

中心とした民主体の経営形態への移行を図りつつ、統合化を進める」旨の通

知を行った。 

平成 20年度 「札幌市出資団体改革新方針」(H21.2) において、「統合に係るメリット・

デメリットの検証を行い、統合に向けた取組を進める (H25 年度までに統

合)」とされた。 

平成 25年度 ㈱札幌エネルギー供給公社の繰越欠損金が背景となって、統合に至らなかっ

た。 

平成 27年度 「札幌市出資団体の在り方に関する基本方針」(H28.3) において、これまで

の社会情勢の変化等を踏まえて「札幌市のエネルギー施策を着実に推進する

ため、必要な関与を継続しつつ、都心の熱供給体制について、統合を含め総

合的に判断していく」とされた。 

平成 29年度 「『札幌市出資団体の在り方に関する基本方針』に基づく各団体の具体的な

行動計画」(H29.6) において、「㈱札幌エネルギー供給公社の繰越欠損金解

消後の経営状況等を踏まえ、統合を含めた経営のあり方を検討する」とされ

た。（H28～30年度検討・調整、R1年度方針決定） 

 

⑵ 今後の経営の在り方について 

＜現時点での統合に関する判断について＞ 

 ・これまでの経緯を踏まえ、①収支改善、②行財政改革、③エネルギー施策の推進の３つ

の視点から検討を行ったところ。 

 ・①収支改善について、㈱札幌エネルギー供給公社は事業運営の効率化により、平成８年

より課題となっていた繰越欠損金を解消しており、長期収支計画においても、今後 10年

間のうちに利益剰余金を６億円以上積み増しできる見通し。㈱北海道熱供給公社につい

ても、今後５年間の中期計画において安定した収支が見込まれている。 

 ・②行財政改革について、現在は両団体とも民間企業として独立した経営を行っている。

㈱札幌エネルギー供給公社への札幌市職員への派遣は平成 10 年度で終了しており、財

政支援としての事業資金貸付も平成 23年で終了している。また、㈱北海道熱供給公社に
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ついても、平成 20年度に出資比率を引き下げている（25.41%→19.83%）。 

 ・③エネルギー施策の推進について、現在は札幌市と両団体が協調しながら、一体的にエ

ネルギー施策を推進している。 

 ・以上より、当初の課題であった㈱札幌エネルギー供給公社の経営不安は既に解消されて

おり、札幌市との協調によって都心部の熱供給事業が安定的に維持され、行財政改革も

進められてきたことから、現時点において経営統合を行うとの判断には至っていない。 

 

＜今後の方向性について＞ 

 ・現在札幌市では、都心部における環境エネルギー施策の指針として「都心エネルギープ

ラン」を推進しており、両団体は熱供給事業者として重要な役割を担っている。また、

札幌市は両団体と密に連携しながら、都心部熱供給全体の効率化やプランの達成に向け

て、施策推進を主導していく必要がある。 

・今後、都心部では多くのビルが建替え時期を迎えるのに加え、北海道新幹線の札幌開業

や冬季オリンピック・パラリンピックの招致などに伴い、再開発事業の広がりも見込ま

れるところである。情勢の推移・変化を見極めながら、熱供給事業の一層の効率化を目

指す必要がある。 

・両団体との連携を維持していくため、現状の出資比率を継続しつつ、出資を継続する。 

また、今後の再開発事業を見据え、２社体制の在り方を含めた効率的な熱供給事業を検

討・構築し、都心のエネルギー施策を推進していく。 

 

３ 評価 

  本件について、行政評価委員会として次のとおり評価する。 

評価：㈱札幌エネルギー供給公社及び㈱北海道熱供給公社の経営の在り方について 

○ 今後、都心エネルギープランの推進や北海道新幹線の札幌開業、冬季オリンピック・

パラリンピック招致など、都心のグランドデザインを描く上でも、両団体への出資継続

の判断は妥当であると考える。 

○ 両団体の経営状況が改善していることを勘案すると、現時点において経営統合あり

きの議論を継続する必要性はないものと考える。 

○ 一方で、都心の熱供給事業の一層の効率化に向け、両団体間の技術的連携や、より効

率的な経営の在り方については、引き続き議論を進めていただきたい。 
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行政評価委員会の委員構成                        

（敬称略） 

委 員 長 石井
いしい

 吉
よし

春
はる

 北海道大学公共政策大学院 客員教授 

副委員長 平本
ひらもと

 健太
けんた

 北海道大学大学院経済学研究院 教授 

委 員 上岡
かみおか

 由紀子
ゆ き こ

 上野・横山・渡 法律事務所 弁護士 

委 員 篠河
しのかわ

 清彦
きよひこ

 篠河清彦公認会計士事務所 公認会計士・税理士 

委 員 本間
ほんま

 あづみ 本間社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 
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札幌市行政評価パネル展 市民参加と情報共有 資料                                 

１ パネル一覧 
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２ 展示の様子 
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